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初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和４９年岡山県人事委員会

規則第３号。以下「規則」という。）第３８条及び第３８条の２、職員の育

児休業等に関する規則（平成４年岡山県人事委員会規則第６号）第７条、職

員の自己啓発等休業に関する条例（平成１９年岡山県条例第５１号）第１０

条又は職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年岡山県条例第５６

号）第１０条の規定に基づく、復職時等における号給の調整について次のよ

うに定め、平成１８年４月１日から適用することとしたので通知します。

なお、復職時等における給料月額の調整等について（昭和４９年岡人委第

４９８号通知）は、この通知の適用日以降廃止します。

記

第１

１ 用語の定義

第１において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

一 給与条例 岡山県職員給与条例（昭和２６年岡山県条例第１８号）

をいう。

二 昇給日 規則第２８条に規定する昇給日をいう。

三 休職等 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２

項若しくは職員の分限に関する条例（昭和４６年岡山県条例第１１

号）第２条の規定による休職、同法第５５条の２第１項ただし書に規

定する許可をうけたこと、外国の地方公共団体の機関等に派遣される

職員の処遇等に関する条例（昭和６３年岡山県条例第１０号）第２条

第１項の規定による派遣、公益的法人等への職員の派遣等に関する条

例（平成１４年岡山県条例第９号）第２条第１項の規定による公益的

法人等への派遣又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭



和２６年岡山県条例第５８号）第８条に規定する病気休暇若しくは第

９条の２に規定する介護休暇をいう。

四 復職等 休職等をしていた職員が復職し、職務に復帰し、又は再び

勤務するに至ることをいう。

五 算定期間 給与条例第４条第５項の任命権者が定める期間（当該期

間の中途において新たに職員となった者又は規則第１８条第３項、第

２１条第３項（第２２条において準用する場合を含む。）若しくは第

３７条の規定により号給を決定された者（以下「新たに職員となった

者等」という。）にあっては、新たに職員となった日又は当該号給を

決定された日（以下「採用等の日」という。）から当該採用等の日以

後の最初の給与条例第４条第５項の任命権者が定める期間の末日まで

の期間）をいう。

六 基準号給 休職等の期間の初日において受けていた号給（同日が昇

給日前３月以内にある場合にあっては、当該昇給日において受けてい

た号給）をいう。

七 基準日 休職等の期間の初日の属する算定期間の初日をいう。

八 調整期間 各算定期間における休職等の期間を規則別表第８に定め

る休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間をいう。

九 合算期間 各算定期間における休職等の期間以外の期間と調整期間

とを合算した期間をいう。

２ 復職時等調整の要領について

一 復職等の日における復職時調整は、基準号給の号数に、基準日から

復職等の日の直前の昇給日の直前の算定期間の末日（復職等の日が昇

給日である場合にあっては、その直前の算定期間の末日）までの各算

定期間に係る次号の規定による調整数の合計数（１未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた数）を加えて得た数を号数とする号給（休

職等の期間の初日から復職時調整を行う日の前日までの間において、

規則第３３条若しくは第３４条の規定による昇給（当該初日が昇給日

前３月以内にある場合にあっては、当該初日から当該昇給日までの期

間における当該昇給を除く。）をしたときは、当該号給の号数に当該

昇給の号給数に相当する数を加えて得た数を号数とする号給。以下こ

の号において同じ。）を超えない範囲内で行うものとし、復職等の日

後の最初の昇給日における復職時調整は、基準号給の号数に、基準日

から復職等の日後の最初の昇給日の直前の算定期間の末日までの各算

定期間に係る次号の規定による調整数の合計数（１未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた数）を加えて得た数を号数とする号給を超



えない範囲内で行うものとし、当該昇給日の次の昇給日における復職

時調整は、基準号給の号数に、基準日から当該次の昇給日の直前の算

定期間の末日までの各算定期間に係る次号の規定による調整数の合計

数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）を加えて得た

数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとする。

二 調整数は、算定期間ごとに、標準号給数（給与条例第４条第６項に

規定する人事委員会規則で定める基準において当該職員に係る標準と

なる号給数をいう。次号において同じ。）の号数に当該算定期間にお

ける合算期間（当該算定期間のすべてが休職等の期間である場合にあ

っては、調整期間）の月数を１２月で除した数を乗じて得た数（当該

数が当該算定期間後の最初の昇給日における昇給（規則第３３条又は

第３４条に定めるところにより行うものを除く。）の号給数に相当す

る数に達しない場合にあっては、当該昇給の号給数に相当する数）と

する。

三 休職等の期間以外の勤務しなかった日数（初任給、昇格、昇給等の

基準に関する規則の運用について（昭和４９年岡人委第４９０号通

知）第３１条関係第４項に掲げる事由により勤務しなかった日数を除

く。）が合算期間の６分の１に相当する期間の日数以上となる算定期

間又は規則第３１条第１項第４号及び第５号に掲げる職員に該当した

算定期間等に係る調整数の算定に当たっては、当該算定期間において

これらの事実に該当した場合における昇給の取扱いに準じ、標準号給

数の号数に達しない範囲内の号数をその算定の基礎となる号数とする

ものとする。

四 第１号の規定にかかわらず、復職等の後再び休職等のため勤務しな

い職員及び勤務しないこととなる職員については復職時調整の時期を

延期することができる。この場合において、復職時調整の時期を延期

した当該休職等の期間については、その後の休職等の期間と合わせて

復職時調整を行うことができるものとする。

五 新たに職員となった者等について、採用等の日から当該採用等の日

以後の最初の算定期間の末日までの期間の一部又は全部を含む休職等

の期間がある場合の復職時調整については、当該採用等の日における

号給の決定に係る事情等を考慮した場合に、算定期間を基礎として復

職時調整を行うことが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認め

られるときは、当該採用等の日の直前の算定期間の末日の翌日以後に

おいて当該事情等を考慮して各任命権者が定める日から当該採用等の

日以後の最初の算定期間の末日までの期間をもって当該算定期間とみ



なす。

六 規則第３８条第２項の規定により号給を調整する場合において、そ

の派遣期間中に規則第３１条第１項各号に掲げる職員に相当するもの

とされたことによる号給の調整については、第１第２項第２号中、

「標準号給数（給与条例第４条第６項に規定する人事委員会規則で定

める基準において当該職員に係る標準となる号給数をいう。次号にお

いて同じ。）」を「規則第３１条第５項に定める号給数に相当する号

給数」と、同項第３号中「標準号給数」を「給与条例第４条第６項に

規定する人事委員会規則で定める基準において当該職員に係る標準と

なる号給数」と読み替えることとする。この場合において、規則第３

８条第２項の規定による人事委員会の承認があったものとして取り扱

うものとする。

七 規則第３８条の２の規定により号給を調整する場合において、その

派遣期間中に規則第３１条第１項各号に掲げる職員に相当するものと

されたことによる号給の調整については、前号と同様とする。この場

合において、規則第３８条の２に規定する人事委員会の承認があった

ものとして取り扱うものとする。

３ 昇格、降格、異動との関係について

一 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日の

次の昇給日までの期間中に規則第１８条第１項に該当する昇格をした

職員の昇格の日以後に行う復職時調整は、次に定めるところにより、

基準日から昇格の日の直前の昇給日の直前の算定期間の末日までの期

間に係る復職時調整及び当該算定期間の末日の翌日以後の期間に係る

復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。こ

の場合において、（１）による調整の過程において前項第２号に規定

する「乗じて得た数」の合計数に１未満の端数が生じたときは、これ

を（２）による調整の過程における同号に規定する「乗じて得た数」

の合計数に合算することができる。

（１）昇格の日を復職等の日とみなし、かつ、休職等の期間の初日から

昇格の日の前日までの間において昇給がなかったものとみなして、

前項の規定に基づき、基準日から昇格の日の直前の昇給日の直前の

算定期間の末日までの期間に係る復職時調整を行う。

（２）（１）により得られる号給を昇格の日の前日に受けていたものと

みなして規則第１８条第１項の規定を適用した場合に得られる昇格

直後の号給を基礎とし、前項の規定に基づき、昇格の日の直前の昇

給日の直前の算定期間の末日の翌日以後の期間に係る復職時調整を



行う。

二 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日の

次の昇給日までの期間中に規則第２０条第１項に該当する降格をした

職員の降格の日以後に行う復職時調整については、前号に準じて取り

扱う。

三 休職等の期間中又は復職等の日以後復職時調整の日以前の期間中に

規則第２１条第１項又は第２２条に規定する異動があった場合は、規

則第２１条第２項又は第２２条の規定を適用して再計算した場合に休

職等の期間の初日に受けることとなる号給を基礎として、基準日に相

当する日以後の期間について復職時調整を行う。この場合において前

各号に該当することとなるときは、それぞれそれらに準じて取り扱う

ものとする。

４ 令和７年改正条例附則第２項及び第３項の規定により号給の切替え等が

行われた職員に係る復職時調整の特例

一 岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例（令和７年岡山県条例第

２号。以下この項において「令和７年改正条例」という。）附則第２項

及び第３項の規定により号給の切替え等が行われた職員（以下この項に

おいて「切替等職員」という。）の休職等であってその期間の初日が令

和７年４月１日（以下この項において「切替日」という。）前にあるも

の（以下この項において「切替日前休職等」という。）に係る切替日以

後の復職時調整は、次に定めるところにより、基準日から令和６年９月

３０日までの期間に係る復職時調整及び同年１０月１日以後の期間に係

る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。こ

の場合において、調整の過程において第１の第２項第２号に規定する

「乗じて得た数」の合計数に１未満の端数が生じたときは、これを当該

調整の過程に引き続く調整の過程における同号に規定する「乗じて得た

数」の合計数に合算することができる。

（１）切替日を復職等の日とみなし、かつ、切替日前休職等の期間の初

日から切替日の前日までの間において昇給等がなかったものとみな

して、第１の第２項の規定に基づき、基準日から令和６年９月３０

日までの期間に係る復職時調整を行う。

（２）（１）により得られる号給を切替日の前日に受けていたものとみ

なして令和７年改正条例附則第２項及び第３項の規定を適用した場

合に得られる号給を基礎とし、第１の第２項の規定に基づき、令和

６年１０月１日以後の期間に係る復職時調整を行う。

二 切替等職員のうち切替日前休職等の期間の初日から切替日の前日まで



の期間中に規則第１８条第１項に該当する昇格をしたものに対する前号

（１）の規定の適用については、同号（１）中「切替日を」とあるのは

「昇格の日を復職等の日とみなし、かつ、切替日前休職等の期間の初日

から昇格の日の前日までの間において昇給等がなかったものとみなして、

第１の第２項の規定に基づき、基準日から昇格の日の直前の昇給日の直

前の算定期間の末日までの期間に係る復職時調整を行った場合に得られ

る号給を昇格の日の前日に受けていたものとみなして規則第１８条第１

項の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号給を基礎とし、切替日

を」と、「切替日前休職等の期間の初日」とあるのは「昇格の日」と、

「基準日から」とあるのは「昇格の日の直前の昇給日の直前の算定期間

の末日の翌日から」とする。

三 切替等職員のうち切替日から復職等の日後の最初の昇給日の次の昇給

日までの期間中に規則第１８条第１項に該当する昇格をしたものに対す

る第１号（２）の規定の適用については、同号（２）中「第１の第２項

の規定に基づき、令和６年１０月１日以後」とあるのは、「昇格の日を

復職等の日とみなし、かつ、切替日から昇格の日の前日までの間におい

て昇給等がなかったものとみなして、第１の第２項の規定に基づき、令

和６年１０月１日から昇格の日の直前の昇給日の直前の算定期間の末日

までの期間に係る復職時調整を行った場合に得られる号給を昇格の日の

前日に受けていたものとみなして、規則第１８条第１項の規定を適用し

た場合に得られる昇格直後の号給を基礎とし、第１の第２項の規定に基

づき、昇格の日の直前の昇給日の直前の算定期間の末日の翌日以後」と

する。

四 切替等職員のうち切替日前休職等の期間中又は復職等の日から復職等

の日後の最初の昇給日の次の昇給日までの期間中に規則第２０条第１項

に該当する降格をした場合の切替日以後に行う復職時調整については、

前２号に準じて取り扱う。

五 切替等職員のうち切替日前休職等の期間中又は復職等の日以後復職時

調整の日以前の期間中に規則第２１条第１項又は第２２条に規定する異

動があった場合は、規則第２１条第２項又は第２２条の規定を適用して

再計算した場合に切替日前休職等の期間の初日に受けることとなる号給

を基礎として、基準日に相当する日以後の期間について第１号に定める

ところにより復職時調整を行う。この場合において前３号に該当するこ

ととなるときは、それぞれそれらに準じて取り扱うものとする。

六 教職員課所管職員（岡山県教育委員会の所管する職員のうち、教育政

策課所管職員（岡山県教育委員会事務局、教育機関若しくは県立学校に



勤務する職員であって、行政職給料表、医療職給料表（二）若しくは医

療職給料表（三）を適用しているもの又は市町村教育委員会等へ派遣し

ているもの）以外のものをいう。）に対する第１号及び第３号の規定の

適用については次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第１第４項第１号 令和６年９月３０日 令和６年３月３１日

第１第４項第１号 同年１０月１日 同年４月１日

第１第４項第１号（１） 令和６年９月３０日 令和６年３月３１日

第１第４項第１号（２） 令和６年１０月１日 令和６年４月１日

第１第４項第３号 令和６年１０月１日 令和６年１０月１日

５ 期間計算の方法

一 休職等の期間は暦に従って○月○日と計算し、それぞれに換算率を

乗じて調整期間を○月○日と算出する。

二 換算により生じた２分の１月は１５日、３分の１月は１０日として

取り扱い、各期間の１月未満の部分を合算するときは、３０日をもっ

て１月とし、１日未満は切り捨てるものとする。

（例） 休職期間 24. 4. 9 ～ 26. 1.30

24. 4. 9～24. 9.30･･･････････････ 5月22日

24.10. 1～25. 9.30･･･････････････12月

25.10. 1～26. 1.30･･･････････････ 4月

調整期間

24. 4. 9～24. 9.30･･･5月22日×1/2＝2.5月11日

＝ 2 月15日＋11日

＝ 2 月26日

24.10. 1～25. 9.30･･･12月×1/2＝6月

25.10. 1～26. 1.30･･･ 4月×1/2＝2月

三 勤務期間のうち１月未満の部分と調整期間のうち１月未満の部分と

を合算するときは、３０日をもって１月とする。

６ その他

一 １つの休職等に係る調整を終了した場合（調整期間が短いため調整

の実益の生じなかった場合を含む。）に切り捨てられた端数の余剰の

期間は、再度の休職等に係る調整の場合の調整期間には当然算入され

ない。



二 復職時等における号給の調整を行った場合には、次の様式（様式第

１号）による計算書を作成して保管しなければならないものとする。

ただし、当該休職等の期間に係る換算率が全て２分の２又は１００分

の１００となる場合には、様式第２号による計算書を作成して保管す

ることができるものとする。なお、様式については、復職時調整に支

障のない範囲内で各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等

の変更をすることができるものとする。

第２ 職員の育児休業等に関する規則第７条、職員の自己啓発等休業に関す

る条例第１０条又は職員の配偶者同行休業に関する条例第１０条関係

１ 育児休業をした職員等の復職時調整について

育児休業をした職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業（以下「自己啓発等休業」

という。）をした職員又は同法第２６条の６第１項に規定する配偶者同

行休業（以下「配偶者同行休業」という。）をした職員が職務に復帰し

た場合の復職時調整の要領、期間計算等については、第１の例により取

り扱うものとする。

２ 育児休業と休職等の期間がある職員の取扱いについて

育児休業の終了により職務に復帰した職員、自己啓発等休業の終了に

より職務に復帰した職員、配偶者同行休業の終了により職務に復帰した

職員又は第１の第１項第４号に規定する復職等をした職員のうち、育児

休業の期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間又は同項第

３号に規定する休職等の期間が２以上ある職員については、それぞれの

期間を合わせて復職時調整を行うことができるものとする。

第３ 復職時調整に関する特例

復職時調整に関し、この通知により難い場合は、あらかじめ人事委員会

の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。


